
令和元年１１月松伏町教育委員会定例会会議録 

・開会及び閉会に関する  令和元年１１月２１日（木） 午後 ２時００分 開会 

 事項                午後 ４時１０分 閉会 

・場所  ・松伏町役場 第二庁舎３０２会議室 

・出席委員の氏名  ・教育長 岡田 直人 

   ・教育長職務代理者 若盛 正城 

  

  

 ・委 員 田口 嘉則 

 ・委 員 谷ケ﨑 由紀子 

・委 員 渡邊 淳子 

・欠席委員の氏名  ・なし 

・傍聴人の氏名  ・なし 

・委員及び傍聴人を除く他 

議場に出席した者の氏名 

 ・教育総務課長   星野 健一  

・教育文化振興課長 目黒 健二  

・議長名  ・教育長 岡田 直人 

・会議録署名委員等  ・出席委員全員及び会議録調製職員 

・書記  ・主幹 渡辺 武志  ・副主幹 岡本 正央 

１．開  会 議 長 午後２時、開会を宣言する。 

２．日程説明 

  

主 幹  前回の会議録の承認、教育長の報告、議案３件、各委員からの

報告及びその他事務局報告１件、協議１件、その他２件である旨

説明する。 

３．前回会議録の承認を求 

  めることについて 

書 記 令和元年１０月１６日に開催した松伏町教育委員会１０月定

例会の会議録を朗読する。 

 議 長 委員に諮る。 

 委 員 異議なし。 

 議 長 １０月定例会の会議録について、承認したことを宣言する。 

４．教育長の報告 

 

 

 

岡田教育長 

 

 

・第３１回松伏町小中音楽会 

・第４４回松伏町民文化祭 

・松伏町ＰＴＡ連合会親善スポーツ大会 

・小学校科学教室 



５．議  案 

 

 

 

 

 

議 長 

 

目黒教育文化振興課長 

 

 

 

若盛職務代理 

目黒教育文化振興課長 

議 長 

委 員 

議 長 

 議案第２５号 松伏町町史編さん委員会委員の委嘱について、 

説明を求める。 

 松伏町町史編さん委員会条例（平成１７年条例第６号）第３条 

の規定により、松伏町町史編さん委員会委員を別紙のとおり委嘱 

したいので、松伏町教育委員会の議決を求める。 

 議案別紙、参考資料により説明をする。 

前任の飯塚さんは、なぜ退任されたのか。 

年齢的なものもあり退任され、今回新たな方を委嘱する。 

委員に諮る。 

 異議なし。 

 原案のとおり議決したことを宣言する。 

 議 長 

 

星野教育総務課長 

 

 

 

 

目黒教育文化振興課長 

若盛職務代理 

目黒教育文化振興課長 

若盛職務代理 

目黒教育文化振興課長 

議 長 

委 員 

議 長 

 議案第２６号 令和元年度松伏町一般会計補正予算（第５号）

（案）に係る意見聴取について、説明を求める。 

 松伏町長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

９条の規定に基づき、別紙１のとおり令和元年度松伏町一般会計 

補正予算（第５号）（案）について意見を求められたので、別紙 

２のとおり回答することについて議決を求める。 

 議案別紙、参考資料により説明をする。 

議案別紙、参考資料により説明をする。 

 委託料の増額は、休職中の職員の補充なのか。 

 補充である。 

休職中の職員の給与はどうなっているのか。 

給料と職員手当のおよそ８割が支給される。 

委員に諮る。 

 異議なし。 

 原案のとおり議決したことを宣言する。 

６．各委員からの報告 

 

 

若盛職務代理 

 

 

田口委員 

谷ケ﨑委員 

 

 

渡邊委員 

 

 

・子ども子育ち支援連絡協議会について 

・保育士の待遇について 

・令和２年度実践事例集について 

・新学習指導要領について 

・吉川美南小学校について 

・松小の合唱祭について 

・松中の三者面談について 

・修学旅行前の健診について 

・学校開放について 

・オリンピックのボランティアについて 

７．その他（報告） 

 

     （協議） 

 

     （その他） 

主 幹 

 

星野教育総務課長 

目黒教育文化振興課長 

星野教育総務課長 

 

・令和元年１１月以降の松伏町教育委員会の主な行事計画等につ

いて→１月定例会は、１５日に開催する。 

・教育委員会の事務に関する点検評価項目及び点検評価委員の選

任について 

・令和元年１２月松伏町議会定例会に提出する予定の条例等につ

いて 



 

 

目黒教育文化振興課長 

・給食費に関する規則等について 

・令和元年度市町村教育委員研究協議会について 

・成人を祝う会について 

８．閉  会 議 長 午後４時１０分閉会を宣言する｡ 

 


